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洞 爺 湖 町 議 会 令 和 ２ 年 ８ 月 会 議 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

令和２年８月６日（木曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 諸般の報告について 

日程第 ３ 行政報告について 

日程第 ４ 報 告 第 １ 号 総務常任委員会所管事務調査報告について 

日程第 ５ 報 告 第 ２ 号 経済常任委員会所管事務調査報告について 

日程第 ６ 議案第１８号 工事請負契約の締結について 

             （入江・高砂貝塚館増築工事（建築工事）） 

日程第 ７ 議案第１９号 財産の取得について（教育用パソコン（タブレット端末）） 

─────────────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１～日程第７まで議事日程に同じ 

─────────────────────────────────────── 

出席議員（１２名） 

  １番   越 前 谷  邦  夫  君    ２番   大 久 保  富 士 子  君 

  ３番   篠  原     功  君    ４番   大  屋     治  君 

５番   立  野  広  志  君    ６番   五 十 嵐  篤  雄  君 

７番   千  葉     薫  君    ８番   今  野  幸  子  君 

９番   下  道  英  明  君   １０番   石  川  邦  子  君 

１１番   板  垣  正  人  君   １２番   大  西     智  君 

────────────────────────────────────────── 

欠席議員（０名） 

────────────────────────────────────────── 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 真  屋  敏  春  君 副 町 長 遠  藤  秀  男  君 

総務部長 佐  野  大  次  君 経済部長 若  木     渉  君 
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経 済 部 

参 与 
武  川  正  人  君 

洞爺総合

支 所 長 
高  橋  秀  明  君 

総務課長 高  橋  謙  介  君 

 

教 育 長 

 

皆  見     亨  君 

管理課長 末  永  弘  幸  君 
社会教育

課 長 
角  田  隆  志  君 

代表監査

委 員 
山  口  芳  行  君   

───────────────────────────────────────── 

職務のため出席した者の職氏名 

事務局長 佐  藤  久  志 書 記 阿  部  は る か 

庶 務 係 木  村  暁  美   
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────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（大西 智君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、洞爺湖町議会令和２年８月会議を開会します。 

  現在の出席議員は12名であります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名について 

○議長（大西 智君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員には、会議規則第120条の規定により、３番、篠原議員、４番、大屋議員

を指名いたします。 

────────────────────────────────────────── 

◎諸般の報告について 

○議長（大西 智君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  諸般の報告は、お手元に配付のとおりでありますので、これでご了承願います。 

  ここで、議会運営委員会の所管事務調査の報告を願います。 

  千葉委員長。 

○議会運営委員会委員長（千葉 薫君） おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会からご報告申し上げます。 

  所管事務調査報告書。令和２年８月６日。 

  洞爺湖町議会議長、大西智様。議会運営委員会委員長、千葉薫。 

  本委員会は、所管事務調査のため、次のとおり委員会を開催したので、その結果を報告し

ます。 

  記。 

  １、調査事項、洞爺湖町議会令和２年８月会議の運営について。 

  ２、調査日、令和２年８月４日火曜日。 

  ３、出席委員、私のほか下道副委員長、越前谷委員、立野委員、五十嵐委員です。 

  ４、委員外としまして、大西議長、板垣副議長に出席をいただきました。 

  ５、説明員であります。遠藤副町長より説明を受けました。 

  ６、結果でございます。地方自治法第102条の２第７項の規定に基づく、洞爺湖町議会令

和２年８月会議の会議請求に伴い、本委員会を開催し、議会運営のための所要の協議を行い、

その結果は次のとおりであります。 

  会議期間について、８月６日、１日間。 

  審議日程につきいて、８月６日、本会議。 

  なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の取組として、次のことを決定しました。 
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  議場内では議員、職員の全員がマスクを着用することとし、入室前に手のアルコール消毒

を行うこととする。議会の傍聴は行わないこととする。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 以上で、諸般の報告を終わります。 

  会議の審議日数は本日１日を予定しておりますので、議事運営にご協力をお願い申し上げ

ます。 

─────────────────────────────────────── 

◎行政報告について 

○議長（大西 智君） 日程第３、行政報告を行います。 

  町長並びに教育委員会から行政報告の申出がありますので、これを許します。 

  初めに、町長の行政報告を許します。 

  真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 令和２年８月６日開催の洞爺湖町議会に町の行政報告を申し上げます。 

  ページをめくっていただいて、１ページ目でございます。 

  大変申し訳ございませんが、ちょっと修正箇所がございまして、申し訳ありません。口頭

で修正をお願いしたいというふうに思います。 

  １ページの下から３行目でございます。７月７日に「ＫＨ－２」とありますが、ここを

「ＫＨ－１」に修正をお願い申し上げます。 

  それでは、行政報告をさせていただきます。 

  一つ目に、寄附についてでございます。 

  前会議から本会議までの間、次の方々より寄附の申出があり、ご厚志に沿うよう有り難く

受納いたしました。 

  （１）として、金品の寄附でございます。ふるさと納税寄附金として、今回は個人で248

件、累計で901件でございます。金額で、今回は498万2,000円、累計で1,648万2,000円でご

ざいます。 

  （２）として、物品の寄附でございます。洞爺湖ロータリークラブ会長、三浦潤介氏。藤

棚一式でございまして、中央公園センターパークゴルフ場内に設置をしていただいておりま

す。 

  ２番目といたしまして、洞爺湖芸術館における文化財害虫の発生についてでございます。

洞爺湖芸術館では、昨年度から木彫作品等への害虫防除として、館内の薬剤噴霧を行ってお

り、本年度も３回の噴霧作業を予定しておりますが、７月27日に２回目の作業を行ったとこ

ろ、建物内の建材及び一部展示作品から、木材に食害をもたらす文化財に害虫が確認されま

した。このままでは作品自体に影響が出ることから、早急に当該作品の薫蒸処理を行うこと

といたしました。建物の構造等から文化財害虫の完全防除は難しい状況にありますが、今後

とも専門家の方々の助言等をいただきながら適切な管理に努めてまいります。 

  なお、薫蒸処理等の経費につきましては、予備費にて対応いたしましたので、併せてご報
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告いたします。 

  ３として、有珠山周辺での熊の出没についてでございます。６月以降町内各地で目撃され

ている熊の出没状況についてご報告を申し上げます。６月13日に町道泉公園線及び西山火口

散策路北口の付近で目撃された熊の状況ですが、その後、小熊の１頭目は神内ファーム21花

和牧場内で目撃され、豊浦町桜に移動し、７月12日、ウィンザーホテル付近で目撃されたの

が最後となっております。７月７日に泉公園線西山火口展望台付近で目撃された小熊２頭目

は、７月12日、道道洞爺虻田線の頂上の三豊地区で目撃されたのが最後となり、２頭ともし

ばらくの間目撃されておりません。 

  ７月７日に、これは先ほど訂正いただいたＫＨ－１源泉管理棟付近で目撃された熊の成獣

は７月17日及び24日に、西山火口散策路北口に設置していたセンサーカメラに個体が複数回

にわたり撮影され、周辺にいる可能性があるため、町民の方々に生ごみの管理の徹底と、ウ

ォーキングなどでの周辺への立入りを控えるよう防災無線により臨時行政情報の放送を行う

とともに、看板の設置及びチラシの配布を行い、町民への注意喚起を実施しております。 

  その後も有珠山周辺での目撃情報は、７月25日の伊達市志門気町での目撃情報を最後に、

現在のところありません。 

  また、８月３日には、花和及び月浦地区に設置していたセンサーカメラを西山火口散策路

周辺に移動し、５台に増設して状況の把握に努めるよう体制を変更しております。 

  今後についても箱わなの設置とパトロールを継続して実施するとともに、西山山麓火口散

策路、金比羅火口災害遺構散策路及び金比羅西山フットパスを継続して閉鎖しております。 

  四つ目に、各種事務事業の取組状況についてでございます。 

  前会議から本会議までの各種事務事業の取組状況について、次のとおり報告をいたします。

なお、朗読については省略をさせていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 以上で、町長の行政報告を終わります。 

  次に、教育委員会の行政報告を許します。 

  皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） それでは、教育委員会の行政報告を申し上げます。 

  一つ目に、虻高未来づくりフォローアップ活動推進委員会の設置についてであります。 

  虻高未来づくり推進委員会が平成30年11月にまとめた虻田高等学校の未来づくりに関する

提言書を実効性のあるものとするため、同委員会の後継組織として、虻高未来づくりフォ

ローアップ活動推進委員会を設置しました。 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、組織の立ち上げの延期を余儀なくされてい

ましたが、７月16日に第１回会議を開催し、次の方々を同日付をもって委員に委嘱いたしま

した。 

  第１回会議では、委員長及び副委員長の互選に続き、虻田高等学校への町からの支援状況

の報告や、委員会として、今年度は虻高生の就職支援活動として、町内の企業訪問等を行う
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ことなどを決定しました。 

  なお、委員の氏名につきましては、朗読を省略させていただきますが、委員長及び副委員

長についてのみ朗読をさせていただきます。 

  委員長には洞爺湖町商工会理事、依田信之氏、副委員長には虻田高等学校ＰＴＡ会長、大

西栄美氏をそれぞれ選出いたしました。任期は令和２年７月16日から令和４年７月15日まで

です。 

  二つ目に、新型コロナウイルス感染症に関する対応について(その６)についてであります。 

  新型コロナウイルス感染症に関する対応等について、次のとおり報告をいたします。 

  (１)洞爺湖町育英資金特別給付金の給付状況について。 

  洞爺湖町育英資金特別給付金の給付状況について、次のとおり報告いたします。 

  ２ページをご覧ください。給付決定件数でございます。前回が69件、今回が６件、合わせ

まして75件でございます。 

  なお、在学の区分につきましては、大学が52件、短期大学が５件、専修学校18件でござい

ます。 

  三つ目に、各種事務事業の取組状況についてであります。 

  前会議から本会議までの各種事務事業の取組状況について、次のとおり報告をいたします。 

  なお、朗読については省略をさせていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 以上で、行政報告を終わります。 

────────────────────────────────────────── 

◎報告第１号の上程、報告、質疑 

○議長（大西 智君） 日程第４、報告第１号総務常任委員会所管事務調査報告についてを議

題といたします。 

  総務常任委員会から報告の申出があります。 

  本件は、申出のとおり報告を受けることにしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、総務常任委員会の所管事務調査報告を受けることに決定いたしました。 

  総務常任委員長の発言を許します。 

  五十嵐委員長。 

○総務常任委員会委員長（五十嵐篤雄君） おはようございます。読み上げて、調査報告とさ

せていただきます。 

  報告第１号所管事務調査報告書。令和２年８月６日。 

  洞爺湖町議会議長、大西智様。総務常任委員会委員長、五十嵐篤雄。 

  本委員会は、所管事務調査のため、次のとおり委員会を開催したので、その結果を報告し

ます。 
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  記。 

  所管事務調査。 

  １、調査事項。 

  ①、町内小中学校が再開されてからの子供たちの様子と現在取り組んでいる具体的な感染

予防体制について。 

  ②、ＧＩＧＡスクール整備事業について。 

  ③、長期休校となったことに伴う授業不足への対応について。 

  ２、調査日、令和２年７月８日水曜日。 

  ３、出席委員、私、今野副委員長、越前谷委員、大久保委員、石川委員。 

  ４、説明員等、教育委員会、皆見教育長。管理課、末永課長。校長会会長、田湯義浩校長、

とうや小学校の校長先生でございます。 

  ５、調査目的。 

  道教委の要請を受け、２月27日より３月４日までの１週間を臨時休校の措置を取りました

が、３月２日に安倍総理大臣から、全国の小中高等学校の臨時休校要請の表明を受け、３月

５日から３月24日まで引き続き臨時休校の対応をしました。この間、卒業式は、感染対策を

施して行われました。春休みを経て、入学式、始業式が行われ、新年度がスタートしました

が、新型コロナウイルスの感染拡大が続き、４月16日に国は緊急事態宣言を全国に発出いた

しました。このことを受け、４月20日より５月６日まで臨時休校の措置を取りました。その

後、緊急事態宣言が継続される見込みのため、５月10日まで延長いたしました。５月４日に

国は緊急事態宣言を５月31日まで延長したことから、休校は31日まで延長となりました。６

月１日より学校が開校しましたが、このように臨時休校が結果的に長期化したことから、町

内小中学校の現状を把握するために調査を実施しました。 

  裏面を見ていただきたいと思います。 

  ６、調査結果。 

  ①、町内小中学校が再開されてからの子供たちの様子と、現在取り組んでいる具体的な感

染予防体制について、校長会会長の田湯校長より、町内小中学校で取り組んでいる感染予防

対策についてご報告をいただきました。各学校では、玄関での手指の消毒やマスク着用の確

認、人数の多い学級では二つに分けるなどや広い場所での学習、ソーシャルディスタンスの

徹底、子供たちが触れる箇所の消毒等については、小学校では下校後に、中学校では下校後

と部活終了後に行うとのことです。 

  また、教育長から、以前問題となっていた不登校が、今年度において大きく改善されたこ

と。感染予防対応で教職員の負担が増加していることから、スクールサポートスタッフや学

習指導員の配置の要望をしていること。修学旅行は、感染対策をして実施するとのことの報

告がありました。 

  ②、ＧＩＧＡスクール整備事業について。 

  通信機器及び充電保管庫の設置整備、タブレットパソコンの購入、通信機器(ポケットＷ
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ｉ－Ｆｉ)の購入ついては、本年12月までに購入予定で、令和元年度からの繰越予算と令和

２年度の補正予算で対応すること。 

  また、この通信機器については、臨時休校が発生したときの家庭での学習の通信用として

貸し出すものとの報告を受けました。 

  ③、長期休校となったことに伴う授業不足への対応について。 

  長期休校による授業不足は学校によって違いがありますが、小学校で16日間から21日間、

中学校では19日間から20日間となっています。授業時間の確保の取組も学校ごとに異なりま

すが、運動会、学習発表会、学校祭の縮小や中止、土曜授業の実施、短縮授業の実施、長期

休業期間の削減で補うとしているとの報告を受けました。 

  新型コロナウイルス感染症の先行きが極めて不透明な状況が続く中、教職員の皆様が児童

生徒の健康を第一に、大変な努力をされています。また、遅れた授業日数を補うための工夫

や対応もされています。 

  一方で、これらが円滑に遂行されるためには、行政サイドの強い支援が必要と思います。

通信機器の整備や教職員の負担軽減など、一層の充実を求めたいと思います。 

  大人から子供への感染を危惧するとの意見も受けたことから、一人一人が慎重に行動し、

感染症を発生させない町にする意識が重要です。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 報告を受けましたが、確認程度の質疑などは受けたいと思いますが、

ございますか。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 今の総務常任委員長の報告について確認ですが、学校の現状について

は、校長会の会長にお話を聞いて把握をされたということのようなのですが、なかなか学校

ごとにどうなっているのかということを具体的に委員会として独自に調査、判断するという

ことができないという状況なのだろうとは思うのですが、しかし、そういう中で、校長会の

会長だけの話でもって、今、学校現場がどうなっているかということだけを把握するのは

ちょっと足りないのかなという、私は実は気がします。やはり子供たちが実際に学校現場の

中でどういう状況なのか、特に、授業日数がかなり減らされたことによって、今の夏休み含

めて短期間になっています。１日の授業時間が逆にコマ数が７コマになって、それだけ詰め

込みの教育になっているというようなことが、子供たちにどういう影響を与えるのかと。本

来の教育ということから考えたらどうなのかというあたりは、委員会としての何か議論はな

かったのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 五十嵐委員長。 

○総務常任委員会委員長（五十嵐篤雄君） ご指摘の件でございますが、実は、私どもが本来

ですと学校を１校１校お尋ねして状況を確認できればいいなと思っていましたが、この状況

の中で訪問することは不可能だろうということで、各学校の様子も教育委員会からお話を伺

うことにしておりましたが、教育委員会の配慮で、校長会を代表して田湯校長先生に出てい
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ただくということができた状況でございます。 

  確かに全体の把握、時間的なこともありますし、田湯校長先生のお話だけで全体を把握し

たとは私たち思っておりませんけれども、実はこのような全学校を網羅した資料を頂いてお

りますので、もしよろしければ提供させていただきたいと思います。 

  やはりまだ感染症も収束していませんし、授業を補うことも今やっておりますので、その

結果云々については、私たちが毎年秋口にやっている所管事務調査が、もし学校訪問が可能

であれば、その辺の研修を含めて実施したいなというふうに考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 確認程度の質疑ということなので。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志智君） 既に各学校での取組状況について冊子になったのは私も見ました。

見た上で、今、本当に校長会の会長というのは、校長会の中で出された意見を取りまとめら

れたのかという気もしないではないのですが、いずれにしても、議会は議会として、行政と

は別に独自の調査がどうしても必要だと思うのです。それはぜひ今後、各学校あるいは父母

や子供たちの現状について、行政とは別な形で自主的にというか、自立した形でぜひ現場の

実態をつかんでいただければなと。当然私も所属している委員会では、そんなこともやりた

いと思っていますけれども、私自身が主張して、やりたいと思うのですが。いずれにしても、

そういうことですので、ぜひ学校の現状をこれからも詳しく調べていただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 五十嵐委員長。 

○総務常任委員会委員長（五十嵐篤雄君） 先ほど申し上げましたように、訪問ができるよう

になれば実施したいと思っていますし、田湯校長先生がわざわざ出向いていただいて説明を

していただくということだったので、あえて私どものほうでお断りする筋合いもありません

ので、議会の立場とか行政の立場とかというのは乗り越えた中で調査をさせていただいたつ

もりでございますので、その辺もご理解をいただければと思います。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 以上で、総務常任委員会の所管事務調査報告を終わります。 

────────────────────────────────────────── 

◎報告第２号の上程、報告、質疑 

○議長（大西 智君） 日程第５、報告第２号経済常任委員会所管事務調査報告についてを議

題といたします。 

  経済常任委員会から報告の申出があります。 

  本件は、申出のとおり報告を受けることにしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、経済常任委員会の所管事務調査報告を受けることに決定いたしました。 
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  経済常任委員長の発言を許します。 

  下道委員長。 

○経済常任委員会委員長（下道英明君） 今回、所管事務調査報告、若干かなり長いので、一

部を割愛しながらご報告をさせていただきたいと思います。 

  報告第２号所管事務調査報告書。令和２年８月６日。 

  洞爺湖町議会議長、大西智様。経済常任委員会委員長、下道英明。 

  本委員会は、所管事務調査のため、次のとおり委員会を開催したので、その結果を報告し

ます。 

  所管事務調査（その１）。 

  調査事項、洞爺駅構内エレベーター整備事業の進捗状況について。 

  ２、調査日、令和２年６月25日木曜日。 

  出席委員、説明員等はお目通しください。 

  ５、調査結果、ＪＲ洞爺駅構内エレベーター整備事業は、駅構内に11人乗りのエレベー

ターを設置し、第１乗降場、駅舎側と第２乗降場、下り本線側の２か所に設置する。工事期

間は、令和２年度から実施設計、鉄骨製作、電気設備支障移転を行い、本体工事として、

シャフト新設、エレベーター本体新設、電気設備新設等により、完成は令和３年秋を予定し

ている。 

  この整備事業は、洞爺駅を利用する地域住民を初め、大きな荷物を持った国内・国外旅行

者、高齢者、障害者等の移動円滑化促進に大いに寄与し、駅のバリアフリー化による利便性

と安全性の向上が図られると期待される。 

  ＪＲ洞爺駅は洞爺湖観光の玄関口であることから、駅構内エレベーター整備に伴い、構内

のさびた支柱などの塗装工事を加えることにより、一層構内の美装機能、保護機能が図れる

との意見を付記するところである。 

  次のページに移ります。 

  所管事務調査（その２）。 

  １、調査事項、本町地区の町道環境整備事業の進捗について。 

  ２、調査日、令和２年６月25日木曜日。 

  出席委員、説明員等はお目通しください。 

  ５番、調査結果、本町地区の町道環境整備事業は、平成30年度から、老朽化した町道の整

備、改修を進め、住民生活の安心・安全や生活環境の向上を目的として事業を計画的に実施

している。平成30年度は本町１区、２区の町道整備を実施し、令和元年度は本町３区、４区

の町道整備を実施、令和２年度は本町７区、８区の町道整備に取組み、併せて老朽化した水

道管の布設替え工事を進め、令和３年度以降は入江地区の町道整備、老朽水道管の布設替え

工事を予定、引き続き地域住民の意見を十分に聞きながら事業の実施を図り、工事の実施に

当たっては地元企業を中心とした発注に努めることが望まれる。 

  所管事務調査（その３）。 
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  １、調査事項、森林博物館整備事業の進捗状況について。 

  ２、調査日、令和２年６月25日木曜日。 

  ３、４、出席委員、説明員等はお目通しください。省略いたします。 

  ５番、調査結果、洞爺湖森林博物館は、昭和30年に洞爺湖中島に建設され、湖を取り巻く

豊かな自然、そこに生きる生き物をテーマとした資料を展示、建設から多くの歳月を経てお

り、老朽化が激しいことから本施設の建て替えが求められていた。 

  本年度において、洞爺湖森林博物館を新築整備する事業が進められており、その建物は木

造平屋建て、面積407.32平米で、洞爺湖の自然環境などを紹介する展示スペースとカフェを

備えた建物となっている。 

  展示スペースは、ジオパーク情報ゾーン、洞爺湖と中島の自然ゾーン、中島散策情報ゾー

ンの三つのテーマでゾーン分けされ、ＩＣＴ情報通信技術設備の整備も行い、自然あふれる

町の魅力を発信するものとなっている。 

  洞爺湖森林博物館整備事業の継続的な所管事務調査において、以前から施設周辺の環境整

備も一体的に行うべきと指摘しており、森林の間伐や中島を一周できる散策路の整備など、

中島全体の環境整備の視点を持ち、森林を管理する機関などと連携し、人工林を間引きしな

がら植生を守り、自然災害で起こり得る倒木等の整理も含めた事業を進める必要がある。 

  さらには、施設使用料の金額設定は慎重に行うべきであると考えます。 

  ４、所管事務調査（その４）。 

  １、調査事項、新型コロナウイルス感染症に係る町独自の経済対策事業等の進捗状況につ

いて。 

  ２、調査日、令和２年７月９日木曜日。 

  出席委員、説明員等は割愛させていただきます。 

  ５、調査結果、新型コロナウイルス感染症に係る町独自の経済対策事業について、７月６

日現在における進捗状況を確認しました。 

  特別定額給付金事業、国による事業では、給付率97.7％であるが、さらなる給付向上に努

めていく。 

  上下水道料の免除事業では、令和２年５月、６月請求分の上下水道料免除において、一般

家庭の外出自粛により、例月より上下水道の使用量が多かった。事業者においては、休業や

時間短縮営業により使用が少なく、予算金額の執行率は75％だった。 

  洞爺湖町店舗等賃貸料助成金事業では、支給件数が41件で支給額が253万7,000円だった。 

  温泉使用料減免支援事業では、洞爺湖温泉利用共同組合が実施した各ホテル、旅館に対す

る温泉使用料の減免事業に対し、一部を町が支援助成し、800万円の助成を執行した。 

  町有施設使用事業者支援事業では、公共性の高い事業者または町が出資をしている事業者

の建物使用料を６か月間、４月から９月まで２分の１に減免する事業であり、対象９施設の

６施設から支援申請があり、63万6,000円の減免額となった。 

  次のページを見ていただきます。 
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  離職者支援対策事業では、新型コロナウイルス感染症の影響により、会社を離職し、就職

が困難な状況にある方や離職を余儀なくされ、見通しが立たない方などを対象として、10名

を２か月間、町の会計年度任用職員として雇用する事業だが、応募者がない状況だった。 

  飲食店宅配サービス事業では、町内飲食店のテイクアウトメニューをタクシーにより配達

する事業であり、実施開始から130件の利用となった。利用件数は当初予想を下回った。 

  新型コロナウイルス感染症対策助成金事業では、町内の宿泊施設、飲食店、観光事業、そ

の他事業の四つのカテゴリーに分け、定めた要件を満たす事業者に助成金を支給する事業、

申請件数は、宿泊施設18件、飲食店53件、観光業12件、その他事業64件であり、助成支給額

は3,350万円だった。 

  観光支援事業、プレミアム商品券では、町内の宿泊施設、飲食店や商店を利用できる１万

円、宿泊5,000円、飲食3,000円、商品購入2,000円の商品券を、洞爺湖町民は2,000円で購入

できる枠として1,000セット、西胆振在住の住民が5,000円で購入できる枠として1,000セッ

ト用意し、地域住民や観光関連事業者を支援する事業である。洞爺湖町民向けの商品券は、

申請受付日に即日完売となり、西胆振住民向けの商品券は半数程度の販売となった。 

  町独自の経済対策においては、事業者、個人を問わず、十分に意見を聞きながら、今後も

しっかりと地域経済の活性化に向けた取組に励み、当初予算の執行率の低い事業にはスピー

ド感を持って早期見直しを行い、経済対策支援の取組みを積極的に進めていただきたい。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） 報告を受けましたが、確認程度の質疑などは受けたいと思いますが、

ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） ありませんので、お戻りください。 

  以上で、経済常任委員会の所管事務調査報告を終わります。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第18号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（大西 智君） 日程第６、議案第18号工事請負契約の締結についてを議題といたしま

す。 

  提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書の１ページでございます。議案第18号工事請負契約の締結に

ついてでございます。 

  次のとおり契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に

関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

  １、工事名でございます。入江・高砂貝塚館増築工事(建築工事)でございます。 

  ２、工事場所、虻田郡洞爺湖町高砂町44番地。 

  ３、契約の方法、指名競争入札。 
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  ４、契約金額、6,677万円。 

  ５、工期、契約の日から令和３年３月15日まで。 

  ６、契約の相手方、虻田郡洞爺湖町入江162番地３、髙清水・リフォーム成田経常建設共

同企業体、代表者髙清水建設株式会社、代表取締役三好健一。構成員、リフォーム成田株式

会社、代表取締役三橋憲二でございます。 

  別紙、議案説明資料がございます。１ページをお開きいただきたいと思います。 

  Ａ３版になってございますが、上のほうに構造を記載してございます。構造につきまして

は、木造平屋建てでございます。建築面積は200平米となってございます。左下のほうに増

築箇所の位置図を書いてございます。既存の建物の東側に接続する形で建設するものでござ

います。右下が平面図でございます。上側が東側になりますけれども、上側の右側のほうに

入り口がございます。エントランスルームと書いてございます。そこを入って右側が体験学

習室、ガイダンス室となってございます。団体利用等に対応するものでございます。体験学

習室の奥に収蔵室、ボランティア控室を兼ねてございますが、予定してございます。また、

入り口の左側には事務室を置き、そこで受付を兼ねるというふうにしているところでござい

ます。 

  なお、そこに記載はございませんけれども、本事業の財源でございますけれども、２分の

１が文化庁の史跡等保存整備事業補助金となります。残りの４分の１が北海道の地域づくり

総合交付金、４分の１が過疎債を適用するということでございます。 

  以上、ご提案申し上げます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。質疑はありますか。 

  ３番、篠原議員。 

○３番（篠原 功君） この契約に反対するものではありませんけれども、この中に電気だと

か設備関係、備品も含めて入っているのか入っていないのか、どの程度この後かかるのか。 

  もう一つ、既存の施設がありますが、この展示物等についてはどのように推移するのか。

オープンは、今の本体工事は３月15日に契約になっていますが、この種のものは、よそから

来る人にＰＲしなければいけないと思うわけでありますけれども、早いうちからある程度き

ちっとした形で展示物だとか内容だとかも含めてコンプリートしてＰＲすべきだと思うので

すが、その辺の予定だとか見通し等についてお伺いしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。 

○社会教育課長（角田隆志君） まず、１点目の設備関係でございますけれども、今回の入札、

契約には入ってございません。設備関係については、明日入札という形となってございます。 

  続きまして、展示の部分の内容でございますけれども、展示のメインというのは、既存棟

の今ある貝塚館のほうでメインで展示会場とするということになってございます。その内容

といたしましては、コンセプトとして、「貝塚のある村の暮らし」というコンセプトで考え

てございまして、入江貝塚と高砂貝塚を含めた展示の内容というふうになってございます。
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その中で、部分、ゾーンに分けまして、住まいと遺物、そして縄文人と海、そして縄文人と

森、弔いと祭りなどのゾーンに分けまして、分かりやすく展示するということで目指してご

ざいます。 

  それから、最後ですけれども、契約の後、オープンの見込みにつきましては、諸準備等が

ございますので、できれば４月末ぐらいを目指してオープンしたいというふうに考えてござ

います。ご指摘のＰＲ活動につきましても、この契約が済み次第、どんどんＰＲをしていき

たいというふうに思ってございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） ３番、篠原議員。 

○３番（篠原 功君） おおむね了解しましたけれども、設備について、明日入札というよう

な話ですから、金額とか何かは別にして、設備というのは電気なのか給排水なのか、その辺

の確認だけさせてもらいたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。 

○社会教育課長（角田隆志君） ２本ございまして、機械設備と電気設備というふうになって

ございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございますか。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 事前にこれは多分総務委員会に提出された資料だと思うのですが、入

江・高砂貝塚館の改修とか増築の図面を私見ていたのですけれども、今回提案されているの

は、入江・高砂貝塚館の増築工事となっているのです。そうすると、既設の施設については、

これは改修工事になりますよね。ですからこの予算の中に改修費は含んでいないのかどうか、

そのことを確認させていただきたいということと。 

  それから、こういう内容、建物の部屋割りであったり、それぞれ例えば今説明のあった五

つのゾーンに区分けして、貝塚のある村をテーマに作っていくと。これは既設の中だそうで

すが。例えばこういった構想というのは、これまで進めてきた入江・高砂貝塚館の検討会の

中で煮詰まった中身をこういうふうにしているのかどうか、そのことです。 

  もう１回確認しますが、今回の予算の契約は、増築工事だけなのか、それとも改修工事も

含んだ工事なのかと。もしそうであるならば、増築で幾ら、改築で幾らなのかということを

示していただきたいのと。今の展示の内容、改修内容については、そういった検討を踏まえ

た上での中身なのかどうかということ、二つ確認させてください。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。 

○社会教育課長（角田隆志君） まず、展示の改修費でございます。今回の契約の金額には展

示の改修費は含まれておりません。具体的な金額でございますけれども、委託業務として

6,270万円が入江・高砂貝塚館の展示改修業務ということで落札してございます。 

  それから、展示の内容につきましては、これまで、平成15年から立ち上がった入江・高砂
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貝塚の整備検討委員会におきまして、その中で展示の改修についても内容等を議論させてい

ただいたところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 私、前に２度ぐらい指摘というか、提案させていただいたのだけれど

も、入江貝塚、高砂貝塚の、いわゆる中間点に位置する貝塚館だけれども、実際に全体像が

どうなっているのかというのは実はよく分からない。例えば、そういう全体の貝塚の様子が

分かるジオラマであったり、あるいは実際にそういった展望ができる、そういう場所もあっ

ていいのではないかというような話もしたことがあったと思います。実際に一生懸命高砂貝

塚の整備をしていますけれども、実際にあそこの中に入ってみないとよく分からないという

のがあって、上から見てどういうふうになっているのかなと。例えば雨の日とか天候の悪い

日に、外に出なくても貝塚の様子が見学できるというようなことも含めて、私は検討する必

要もあったのではないかなと思うのですが、そういった議論というのは全くなかったのです

か。 

○議長（大西 智君） 角田社会教育課長。 

○社会教育課長（角田隆志君） 展望台の設置につきましては、当初、入江貝塚で整備を行っ

たときはその議論もございました。高砂貝塚の整備の段になりまして、そういった展望台で

すとか人工物は遺跡から見えるところになるべく置かないようにということで、整備検討委

員会の中でも検討されたところでございますので、高砂貝塚のほうにつきましては、入江貝

塚も含めてですけれども、そういったあずまやとか展望台とかは設置せず、縄文の雰囲気を

体感できるような空間ということで整備を進めてきたところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） これで、質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第18号工事請負契約の締結についてを採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第18号工事請負契約の締結については、原案のとおり可決されました。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第19号の上程、説明、質疑、討論、採決 
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○議長（大西 智君） 日程第７、議案第19号財産の取得についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 議案書の２ページになります。議案第19号財産の取得についてでご

ざいます。 

  次のとおり財産を取得するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に

関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

  １、取得する財産、教育用パソコン、タブレット端末。これにつきましては、ＧＩＧＡス

クール整備事業の一環として行うものでございます。 

  ２、数量、347台。町内小中学校の児童生徒及び教員用でございます。児童生徒分が302台、

教員分が45台となってございます。各学校には、一クラス分が既に整備されており、残り分

を購入するものでございます。 

  ３、契約の方法、指名競争入札。 

  ４、取得価格、1,553万5,190円。 

  ５、取得先、札幌市中央区大通西４丁目１番地、ＮＥＣネッツエスアイ株式会社北海道支

店、支店長桑原孝一でございます。 

  別紙、議案説明資料の２ページをお開きいただきたいと思います。 

  機種でございますが、Lenovo300ｅ Chromebookとなってございます。 

  ３の主な指標の中の(１)OSがクロムOSということでございます。これにつきましては、西

胆振の公立小中学校で統一するものでございます。以下省略させていただきますが、５の内

蔵カメラ、インカメラ、アウトカメラが内蔵となってございます。これにつきましては、リ

モート授業を想定したものとなっているところでございます。 

  ４の納入完了期限につきましては、令和２年12月28日。 

  ５の財源措置でございます。公立学校情報機器整備費補助金、国庫補助金でございますが、

1,291万5,000円となっているところでございます。 

  以上、ご提案申し上げます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 提案理由の説明を終わります。 

  これから、質疑を行います。質疑はありませんか。 

  ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 何点かお聞きしますので、お答えをいただきたいと思うのですが、一

つは、こういう校内ＬＡＮ、端末を整備する事業というのが、この後もポケットＷｉ－Ｆｉ

等の購入などの予算も出てくると思うのですが、全体として総額どのくらいかかるのかと。

例えば１としては、これまでかかった校内通信ネットワークの整備、そしてこの前も出まし

たが、充電保管庫の設置整備、そして今回のタブレット整備です。そしてこの後出てくるで

あろうポケットＷｉ－Ｆｉ等の購入というような事業がいろいろ続くわけですけれども、校

内ＬＡＮ、端末を整備する、これらの事業の総額としてどのくらい予定しているのか。当初
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は、国は年次で実施していくということだったわけですけれども、これは今年度中に実施す

るというような方向に方向転換しました。そんなことも含めて、一つは費用について。 

  それから、整備すると言っても、実際に今予算が計上されておりますけれども、政府が出

すのは初期投資だけになります。数年後には、これらのランニングコストが当然自治体の負

担となるわけです。そういう意味で、自治体の財政を圧迫するのではないかという懸念があ

るわけですけれども、この点についてはどういうふうに考えているのかと。 

  ３点目は、学校教育情報化推進計画や、あるいは既に小学校などではプログラミングの教

育というのが出てきておりますが、これらとの関連性についてはどのように教育委員会、町

としては考えているのかと。 

  四つ目ですけれども、今、タブレットやＩＣＴの整備よりも、本当は学校現場が求めてい

るのは教員の負担解消だということだと思うのですが、そういった点での行政側の考え方と

いいますか、捉え方としてはどうなのかということ。 

  そして五つ目は、やはりこういうＩＣＴ教育も含めてですが、そもそもの学校教育とは何

なのかと、子供の成長を育む教育とＧＩＧＡスクール構想との関連について、町や教育委員

会はどう考えているのかということについて、もう１点伺っておきたいと思います。 

  そして最後に、今回こういった形でタブレットの残り全部購入するという計画が出されま

したけれども、本案の提出などの経緯や、中教審が年明けに先端技術で個別最適化するため

にＩＣＴ教育を推進するという報告を出しているのです。それらに対する教育という立場で

の行政の受け止めとしても、どうなのかということについて伺いたいと思います。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） １点目の校内ＬＡＮの端末を整備する事業費の総額についてなの

ですけれども、まず、６月の補正で行いました総事業費について、約2,828万1,000円。それ

と元年度に繰越明許という形で、令和２年度に実施している事業費につきましては、概要の

金額でしか記憶がないものですから、後ほど資料という形で提供させていただきますけれど

も、たしか3,000万円程度だったかと思います。 

  整備後の維持管理費、それと財政負担についてなのですけれども、まず、維持管理費につ

いては、当然のことながら電気代ですとか通信費がかかってくるかと思います。通信代につ

きましては、現在のところ財政負担の措置、先ほど議員がおっしゃいました財政負担の措置

について、国からの補助があるですとかの情報は今のところ入っていない状況でございます。 

  それと、学校教育情報化推進計画とプログラミングとの関連性についてでございますけれ

ども、これ私の認識でのお話なのですけれども、先ほどの教員の負担解消と財政使途の在り

方についても関連するのではないかなというふうに認識しているのですけれども、このたび

ＩＣＴの支援業務について、先生方の負担がないような形で６月の補正で計上してございま

す。これらをうまく活用して、先生方の負担がないような形で学校運営をしていただければ

なというふうに考えてございます。 

  それと、ＧＩＧＡスクール構想の関連についてなのですけれども、子供の成長を育む教育
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とＧＩＧＡスクール構想との関連なのですけれども、基本は、対面で行うというのが教育と

いうふうに私は理解してございます。ただ、リモート授業につきましては、当然のことなが

ら今回の感染症ですとか、例えば噴火災害ですとか、当然ございますので、それに活用した

いというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（大西 智君） あともう１点、町としての学校教育の考え方ということで。 

  皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 個別最適化に対する教育委員会の考え方というところでございます

けれども、このたびのＧＩＧＡスクール構想、オンライン授業等も含めてなのですけれども、

これにつきましては、やはり今回の新型コロナウイルス感染症の感染により、最重要課題と

いうような形で、今回国のほうでも、本来であれば５年間の予定で整備をしていくというよ

うな計画ではあったのですけれども、それを前倒しして今年度全て整備をしていくというよ

うな方向転換になったわけでございます。 

  私どもといたしましても、やはり新型コロナウイルス感染症により、いつまた何どき臨時

休業を行わなければならない状況になるのか大変危惧しているところでございますけれども、

万が一そうなったときに、やはりこのオンライン授業というものについては、授業そのもの

とは違いますけれども、やはり教育の一環として大変必要なものであるというふうに認識し

ているところから、子供たちがいかに学びを止めていないか、そういったところで考えたと

きに、やはり子供たちにとっては、ＧＩＧＡスクール構想というのは大変重要ではないかと

いうふうに考えているところでございます。 

  個別最適化というところから考えますと、個々の生徒方の状況に寄り添った形で進めてい

かなければならないというふうに思っておりますけれども、いずれにいたしましても、教育

現場のほうとも十分この点については連携を持ちながら、今後の教育活動、子供たちが健や

かな学びを育むためにも推進していかなければならないというふうに感じているところでご

ざいます。 

○議長（大西 智君） ５番、立野議員。 

○５番（立野広志君） 今回の中教審が示した個別最適化というのは、新型コロナウイルス感

染症が国内でまだ発症していない１月の段階で発表されているのです。これは、今、教育委

員会としては、コロナ禍において子供たちが登校できない場合に、家庭での学習を補助する、

そういう役割として、タブレットが有効であるというような話だと思うのです。だけれども、

国が示している指針というのは、日常的な教育の中でＩＣＴ教育を推進しなさいということ

なのです。決してコロナの影響によって休業しなければならないというときに使いなさいと

言っているのではないのです。その辺はしっかり受け止めて考えていただければと思うので

す。 

  そうすると、いろいろな教科の中に、このＩＣＴを取り入れた教育、特に、１人１台タブ

レットを利用した教育と。それを一人一人の子供に合わせたといいますか、合った教育とし
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て、いわゆる文科省が個別最適化というのです。あなたはこの程度のレベルだから、このタ

ブレットの中身で勉強しなさい。あなたはこういう内容だからこれでやりなさいという、そ

れが個別最適化と言っているのです。だから今はタブレットを、確かに教育現場のＩＣＴ環

境の整備自体は私も重要だと思っています。ただ、個々の子供に合った学習をきちんと保障

するという、そのことを前提にして、教科の学習全てがパソコンやタブレットを使って、先

端技術で個別最適化すればいいというものではないと思うのです。やる気のある子はどんど

ん進んでいくかもしれないけれども、やる気がない、意欲が出ないという子は、逆に言えば

おいていかれてしまうわけです。 

  そういう意味でいうと、さっき管理課長が言われた対面が基本だと、そのとおりだと思う

のです。ただ、今回の場合、これをどういうふうに運用するかという、購入することは購入

すると。しかし、それをどう教育の現場で運用していくのかというところが問題だと思うの

です。 

  それから、運用上ランニングコストもかかるわけです。今説明いただいたように、購入費

については国の補助がある。だけれども、その後の運用や、あるいは更新に当たっては国の

補助があるかどうか分かりませんというような話です。実際そうなのです。どこでもそうい

うことが今問題になっている。……をかけてやっている。 

○議長（大西 智君） 立野議員、簡潔に質疑をお願いしたいと思います。 

○５番（立野広志君） そういうことも含めて、本来の教育ということを考えたときに、この

タブレットの購入を、どういう形で活用していくのかというきちんとした計画、方向性を

持って行うべきだと思うのですが、その辺が欠けたまま予算を計上し、購入するというのは

私はおかしいと思うのです。どうですか。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） ちょっと横道にそれるかもしれませんけれども、実は先日、令和３

年度から中学生が使います教科書の選定、これが各管内の教育長方が集まって議論をしたと

ころでございます。各社様々な業者がございますけれども、どの業者も、どの教科において

も、今この時代におけるＩＣＴ教育、これについては、その教科の中に盛り込んでいる状況

となっているところでございました。 

  例えばＱＲコードを用いて、それを活用して授業の中で子供たちにタブレットを利用し、

学習をしていく。こういった中身の授業を今後取り入れていくというような各社共通のもの

の状況になっているところでございます。 

  私どもといたしましても、やはり個別最適化された学び、これを今回のコロナウイルスと

はまた別に、全国の学校現場で持続的に実現させるというためには、やはり高速大容量の通

信ネットワーク、それから児童生徒１人１台端末、これらの整備が大変重要であるというふ

うに思っております。そういった意味で、未来ある子供たちの歩みを止めることなく、様々

な方法を用いて教育をしていく、やはりこれが今後大変重要になってくるのではないかなと

いうふうに思っている次第でございます。そういったことで、私どもといたしましても、こ
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れからの教育を推進していきたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） ほかに質疑はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 質疑なしと認めます。 

  これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 討論なしと認めます。 

  これから、議案第19号財産の取得についてを採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（大西 智君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第19号財産の取得については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（大西 智君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

  明日から９月の定例日の前日までは休会となっておりますので、ご承知願います。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

（午前１１時０７分） 
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